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第２章 

２）岩国重点地区 

岩国地区は、岩国城下町の町割や住宅、店舗が連なることで醸し出す風情、まちなみの背景と

なる山並み及び錦川の豊かな自然が調和した本市を代表する歴史的、文化的な景観を形成してい

ます。この優れた景観を守り育て、未来へ継承していくために、景観法に基づく景観計画の中で

重点地区として位置づけ、岩国重点地区の景観形成を進めることとします。 

 

岩国重点地区の範囲 

岩国重点地区の対象範囲については、「錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくり将

来ビジョン」を踏まえて作成された「城下町地区街なみ環境整備方針」（平成26年4月 岩

国市）に基づき、対象範囲を設定します。 

 

岩国重点地区の範囲を右図青線で示すとともに、界について以下のとおりとします。 

 ※次頁図区間について 

  Ｅ区間－錦帯橋風致地区界 

  Ｆ区間－道路界（岩国二丁目と岩国三丁目の町界） 

  Ｇ区間－道路界 

  Ｈ区間－錦帯橋風致地区界 

  Ｉ区間－道路界 

  Ｊ区間－名勝指定範囲界 

  Ｋ区間－道路界 

 

 岩国重点地区は、景観を構成する土地利用による景観区分から、「沿道にぎわい地区」、「こ

まちなみ地区」、「ゆとり住宅地区」、「山林地区」に区分します。 

 沿道にぎわい地区は、錦帯橋へのアクセス道路にふさわしい風格を持つバス通り沿道及び

岩国地区のにぎわいを感じさせる臥龍橋通り沿道の地区です。 

こまちなみ地区は、岩国城下町に由来する大明小路沿道、錦見七町を中心とした歴史と文

化を継承する風情のある地区です。 

ゆとり住宅地区は、武家屋敷地等に由来する良好な低層住宅からなる地区です。 

山林地区は、椎尾神社の社叢林や錦帯橋の背景となる山並みの自然景観からなる地区で

す。 
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景観計画区域

 岩国重点地区 区域図 

大明小路 

（市道錦見43号線の一部） 

バス通り 

（市道錦見61号線の一部） 

臥龍橋通り 

（市道岩国26号線） 

山手小路（一部） 

（市道岩国22号線の一部） 

こまちなみ地区

景観計画重点地区

沿道にぎわい地区

ゆとり住宅地区

山林地区

沿道にぎわい地区

こまちなみ地区

バス通り沿道 

臥龍橋通り沿道 

山手小路（一部）沿道 

大明小路沿道 


